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医師偏在とは(分布と診療科)
頭数だけの問題ではない

• *東京は医師が最も多い（偏在指標353.9）とされ

ているが、人口あたりの医師数でみると、上位か

ら徳島(289.3)、高知(268.2)、京都(326.7)、長崎

(284.0)、東京の順である。(かっこは偏在指標）

更に病院勤務医でみると全国で東京は13番目であ

り、高知県の8割弱しかいない、偏在指標と人口

あたりの医師数とは乖離がある。東京は不当に多

いと見做されている可能性がある。

• *議論の中に将来の医療需要が含まれていない。

これらの数値は過去の状況であり、今後の医療需

要が考慮されていない。つまり東京は今後も高齢

人口の増加により医療需要が激増すると予想され

ているにもかかわらず、研修医の定員シーリング

を始め、東京の医師数を抑制される政策が進めら

れている。
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医師偏在とは(分布と診療科)
頭数だけの問題ではない

• *また都市部での特殊な要素として東京では地域医療の維持とはあまり関係のない美容整形、美容

皮膚科、AGAクリニックなどの自費診療クリニックが多数ある点は差し引いて考える必要がある。

• *23区では昼と夜の人口に大きな乖離があり昼の労働人口の需要にあわせた診療体制が組まれて

いる。確かに定住人口数からみると医師多数地域となるかもしれないが、しかし近隣他県からの

昼間労働人口の流入があり、昼間人口／夜間の定住人口を考えると釣り合いがとれているという

指摘があり、必ずしも「医師多数」「医師余剰」とは言えない。
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来るべき高齢多病時代の医療とは
爆発的に増加する医療需要

必要とされる医療提供の内容は変化していく
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将来の医療需要：
地方では減少傾向にすでに向かっている地域もあり
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かかりつけ医ってなあに？

若い世代と多病傾向の高齢者、歩行通院困難な在宅者ではおそらくイメージが異なる。

しかしながら地域医療を支えるために、これら必要な診療科が存在するのは厳然たる事実。
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医療機関閉鎖の影響：地元に対応できる医療機関がない？
人口減少地域において、産婦人科、外科、救急外来が近隣にない地域が増加

医師減少につき閉院や夜間診療体制の縮小
拙速な医師働き方改革の影響
医師偏在も関係ありか？
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東京都の役割

東京都への医師偏在？
医師派遣の可能な大学病院（医局）の多くが東京に集中している

全国的な医師不足地域への医師派遣をかつては担っていた

若い医師の都市局在傾向
（子弟の教育、スキルアップのための研修機会）

適切な派遣システムは？
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医学部卒業後のキャリアプラン

初期研修、後期研修、専門医取得、研鑚、 勤務医
開業医

• ＜ 東京都外に対する勤務医の医師派遣について。また地方での開業について。および勤務医の行動変

容の影響(医局制度崩壊による都外地域への医師派遣の減少)について。＞

• 医師偏在の問題を語る場合、確かに個人開業医の分布と、勤務医師の分布は、分けて語る必要がある。

• 勤務医については、かつては医局からの医師派遣制度が機能しており、都道府県内あるいは他府県への

医療の必要な診療科のバランスまで考えた分配機能を担っていた。しかしながら新臨床医研修制度発足

以後、医局制度は弱体化し、現在医療機能の再分配を行う事が困難になっている。東京都においてそれ

を行うのは、やはり公的資金が投入されている都立病院機構が適切という意見がある。

• また多くの勤務医を有する大学医局にも期待がよせられている。

• 医師不足地域に研修医を半年くらい派遣させる事業が始まり、東京からは研修医20人以上の施設から

派遣を出さなくてはならない予定となっている。

• また、島しょをはじめへき地医療を支えるためには、医師派遣だけではなく、看護師・薬剤師・歯科医

師・介護関係などをセットにした包括的支援が必要となるかと思われる。
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勤務医：診療科選択は個人の自由
勤務地域の決定権の変遷
(医局制度の弱体化、新臨床研修医制度)

開業医：自由開業が可能

X•医療をとりまく環境の変化

「私失敗しないので」が基準

産婦人科や外科志望者の激減

• 美容整形、美容皮膚科への人材流出

• 保険診療(診療報酬)と自費診療の乖離
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医師偏在はもはや へき地や地方の人口減少地域だけの問題ではない。
産経新聞 2024/10/01
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厚生労働省主体の開業地域や診療科の規制的な
コントロールが始まる？

日本医師会は？解決策の提示は可能か？
医学生や若手医師への問題点提示とモチベーションアップ

• 現在の日本の医師数は約30万3千人であるが、うち日本

医師会の会員は約16万6千人と組織率は55%程度にすぎ

ない。その内訳は、開業医約8万4千人(A①会員)、勤務医

約8万2千人(A①会員以外の会員)で、医師会に加入してい

ない約13万人の多くは勤務医と考えられている。

（戦前は弁護士会同様、全員加入で職務内容についてもあ

る程度の権限をもっていたが、敗戦とともにGHQにより解

体し、現在は任意加入）
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地域医療を支えるために
医師偏在についての東京都医師会からの提言

• #提案1 医師少数地域における地域医療機関と東京都、特に東京都立病院が基軸になって、連携すること

を基本系にし、地域医療機関のバックアップに地区医師会や東京都医師会がサポートするという案を提案し

ます。また若手勤務医を多く抱える大学病院医局にも更なる協力をお願いしたい。

• ＃提案2 医師の適正配置は、我々にとっては対象人口あたりの医師数、住民にとっては対象面積あたりの

医師数と考える。後者は超高齢社会では無視できない問題であり、両方を加味した適正配分の検討が必要で

ある。当たり前の話だが、医師の単純な「数」ではなく地域医療を実質的に行っているかかりつけ医機能を

果たしているかどうかが大事であり、それを知るのが今回の「かかりつけ医機能報告」ではないかと考える。

そしてその報告の結果を、「規制的」な手法によらず、どのように有効的に利用するかが課題と考える。

• ＃提案3 オンライン診療の活用：「医師多数地域である東京の医師が、地方の医療をオンライン診療でお

手伝いできないか？」との提案がある。前提としてオンラインでできる健康観察等は東京の医師、必要な時

には現場の医師が対面で対応する必要があり、このような仕組みを円滑に運用するためには地域の先生方と

東京の医師との密接な関係が必要と考える。
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マスコミの皆様へご協力いただきたい

• マスコミの皆様は、国民の代弁者として、かつ国民の利益を守る立場にあると思います。

「医療界には人的資源や財源確保については、決定権や自由裁量権は無いのが現実です」

• いずれにせよ、その方向性を決定するのは医療現場ではなく、厚生労働省と財務省、政治家と国民

だと思います。

A 国民の健康を守るための原資の確保について

「政治家には決断を、国民には議論を」

B 近未来の高齢者救急逼迫に対するインフラ維持としての中小民間病院の存続について

C ひっ迫する医療現場の実情を理解し、暖かい目で若い医師や救急医療を育ててほしい
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A 国民の健康を守るための原資の確保について 「政治家には決断を、国民には議論を」

「都医ニュース令和6年９月号 底流」より 15



B 近未来の高齢者救急逼迫に対するインフラ維持としての
中小民間病院の存続について（前回提示）

C ひっ迫する医療現場の実情を理解し、
暖かい目で若い医師や救急医療を育ててほしい

• 逼迫した状況で余裕のない状態でも、目の前の人を救おうと無理をしても医療を提供

するのが医師の使命と感じています。

しかしながら、最近では結果がうまくいかなかった場合に対応や不備を非難され責任

を追及される案件が目立つため、現場には「ミスの無いようにするには、診療は十分

な体制が整わない以上、受けない」と言った雰囲気が蔓延しています。今後の医療需

要の爆発的増加の状況で（コロナ禍の時のように）救急医療難民を増加させる一端と

なっているのも事実です。

• 「全力を尽くしますが、必ずしも良い結果に結びつくとは限りません（医療の不確定

性）、私 失敗したわけではありませんが、ドクタ－Ｘのようにはいきません」
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